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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年１１月２５日（木）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１０時４６分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 南野直司  副委員長 木村勝彦  委　　員 大澤千恵子

委　　員 三宅秀明  委　　員 上村高義  委　　員 山崎雅数

委　　員 原田　平 

議　　長 藤浦雅彦  副 議 長 森西　　正

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

副市長　小野吉孝 総務部長　有山　泉

１．出席した議会事務局職員

事務局長　野杁雄三 同局局次長　藤井智哉 同局参事　池上　彰

同局主査　湯原正治 同局書記　田村信也

１．案件

・平成２２年第４回定例会審議日程及び議事日程について

・認定第１号　平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前１０時　開会）

○南野直司委員長　ただ今から議会運営

委員会を開会いたします。

　理事者からあいさつを受けることにし

ます。

　小野副市長。

○小野副市長　本日は議会運営委員会を

開催賜りましてありがとうございます。

　来る３０日から開催されます第４回定

例会で、補正予算案件１１件、条例案件

９件、その他案件２０件の計４０件を予

定いたしております。

　案件の概要につきましては総務部長か

ら説明をさせたいと存じます。

　よろしくお取り計らいを賜りますよう

お願い申し上げます。

○南野直司委員長　あいさつが終わりま

した。本日の委員会記録署名委員は三宅

委員を指名いたします。

　それでは、第４回定例会の提出議案に

ついて概略説明をお願いいたします。

　有山総務部長。

○有山総務部長　それでは、平成２２年

第４回定例会提出案件の概略説明をさせ

ていただきます。

　議案第７０号から議案第８０号までは、

各会計の補正予算でございます。

　先ず、議案第７０号、平成２２年度摂

津市一般会計補正予算（第３号）でござ

いますが、既定の予算額に１億５，０７

７万円を減額し、補正後額３１８億９，

６６２万１，０００円といたすものであ

ります。

　その主な内容は、人事院勧告に伴いま

す公務員給与が民間給与を上回るマイナ

ス較差を解消するため、月例給与の引下

げ改定するものであり、５５歳を超える

職員の俸給及び俸給の特別調整額の一定

割合の減額、一定率俸給表の引下げ改定

を行います。期末勤勉手当の０．２か月

分の引下げ改定を行うものです。また、

採用と退職の差、会計間異動に伴う金額

を補正いたしております。

　次に、議案第７１号、平成２２年度摂

津市一般会計補正予算（第４号）でござ

いますが、既定の予算額に１５億３，０

５５万円を追加し、補正後額３３４億２，

７１７万１，０００円といたすものであ

ります。歳入では、市たばこ税１４億３，

０００万円を決算見込みにより増額計上

いたし、その他、主な歳入としましては

国庫支出金、府支出金、基金繰入金、市

債となっております。

　歳出の主なものは、市たばこ税増額分

の財政調整基金への積み立て、国民健康

保険特別会計繰出金、広域連合医療給付

等負担金、介護保険特別会計繰出金など

でございます。

今回、指定管理者を指定する関係から各

施設に対します指定管理者に係る債務負

担行為限度額の補正を行っております。

　また、小中学校の排水設備改修事業に

係ります地方債につきまして、発行の同

意を受けたことから地方債の補正を行っ

ています。

　次に、議案第７２号、平成２２年度摂

津市水道事業会計補正予算（第１号）は、

収益的支出において、既定の予算額に１，

９４５万２，０００円を減額し、補正後

額２０億９，５００万５，０００円とい

たすものであります。また、資本的支出

１６万円を減額し、補正後額１２億４，

８７９万２，０００円とするものです。

　その内容は、一般会計と同様に人事院

勧告に伴います給与改定と期末勤勉手当

の引下げを行うものです。また、採用と

退職の差、会計間異動に伴う金額等を補

正いたしております。

　議案第７３号、平成２２年度摂津市水

道事業会計補正予算（第２号）ですが、
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その内容は、開閉栓業務委託事業の債務

負担行為の補正をいたすものです。

　次に、議案第７４号、平成２２年度摂

津市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）は、既定の予算額に２８３万２，

０００円を減額し、補正後額１０４億２，

５６４万５，０００円といたすものであ

ります。

　その内容は、一般会計と同様に人事院

勧告に伴います給与改定を行うものです。

また、人事異動に伴います差額、会計間

異動等に伴う金額を補正いたしておりま

す。

　議案第７５号、平成２２年度摂津市国

民健康保険特別会計補正予算（第４号）

は、既定の予算額に８１３万２，０００

円を減額し、補正後額１０４億１，７５

１万３，０００円といたすものでありま

す。

　その内容は、歳入では、国保財政基盤

安定化支援事業に一般会計からの繰入金

のルール分繰り出しを増額し、雑収入を

減額しております。歳出では、後期高齢

者支援金の増額、繰上げ充用金の補てん

金の減額などとなっております。

　次に、議案第７６号、平成２２年度摂

津市公共下水道特別会計補正予算（第２

号）は、既定の予算額に７８万１，００

０円を減額し、補正後額５８億１，５９

７万４，０００円といたすものでありま

す。

　その内容は、一般会計と同様に人事院

勧告に伴います給与改定を行うものです。

また、人事異動に伴います差額、会計間

異動等に伴う金額を補正いたしておりま

す。

議案第７７号、平成２２年度摂津市公共

下水道特別会計補正予算（第３号）は、

歳入において、資本費平準化債発行額の

増額の同意を受けたことから地方債を発

行し、同額の雑収入を減額いたすもので

す。

　次に、議案第７８号、平成２２年度摂

津市介護保険特別会計補正予算（第２号）

は、既定の予算額に４３７万円を減額し、

補正後額３８億７，０８４万１，０００

円といたすものであります。

　その内容は、一般会計と同様に人事院

勧告に伴います給与改定を行うものです。

また、人事異動に伴います差額、会計間

異動等に伴う金額を補正いたしておりま

す。

　議案第７９号、平成２２年度摂津市介

護保険特別会計補正予算（第３号）でご

ざいますが、既定の予算額に３１２万１，

０００円を追加し、補正後額３８億７，

３９６万２，０００円といたすものであ

ります。

　歳出では、主治医意見書作成件数の増

加に係る手数料の増加と過年度分国庫府

費等返還金などによるものです。主な歳

入としまして一般会計繰入金、基金繰入

金となっております。

　次に、議案第８０号、平成２２年度摂

津市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）でございますが、既定の予算

額に２０万９，０００円を追加し、補正

後額６億４，５０３万３，０００円とい

たすものであります。

　後期高齢者医療広域連合への納付金を

補正するものです。

　また、議案第８１号から議案第９９号

までは公共施設の指定管理者指定の議案

に伴うものであります。

　議案第８１号では、平成２３年度から

平成２７年度までの５年間の債務負担行

為額５億円を議案第７１号で債務負担に

追加しております。議案第８２号から議

案第９９号は、平成２３年度から平成２

５年度までの３年間での債務負担行為、

－3－



１８議案合わせまして４６億９，４５８

万５，０００円を限度額として同じく議

案第７１号で債務負担行為の追加をいた

します。

　議案第８１号、摂津市民図書館及び摂

津市立鳥飼図書センターの指定管理者指

定の件では、指定管理者となる団体を株

式会社図書館流通センター代表取締役谷

一文子とするものです。

　議案第８２号、摂津市青少年運動広場

指定管理者指定の件では、指定管理者と

なる団体を財団法人摂津市施設管理公社

理事長粟屋保英とするものです。

　議案第８３号、摂津市立体育館指定管

理者指定の件では、指定管理者となる団

体を財団法人摂津市施設管理公社理事長

粟屋保英とするものです。

　議案第８４号、摂津市立テニスコート

指定管理者指定の件では、指定管理者と

なる団体を財団法人摂津市施設管理公社

理事長粟屋保英とするものです。

　議案第８５号、摂津市立温水プール指

定管理者指定の件では、指定管理者とな

る団体を特定非営利活動法人摂津市水泳

連盟理事長阿部賞久とするものです。

　議案第８６号、摂津市スポーツ広場指

定管理者指定の件では、指定管理者とな

る団体を財団法人摂津市施設管理公社理

事長粟屋保英とするものです。

　議案第８７号、摂津市立児童センター

指定管理者指定の件では、指定管理者と

なる団体を社会福祉法人摂津市社会福祉

事業団理事長森山一正とするものです。

　議案第８８号、摂津市立障害児童セン

ター指定管理者指定の件では、指定管理

者となる団体を社会福祉法人摂津市社会

福祉事業団理事長森山一正とするもので

す。

　議案第８９号、摂津市立せっつ桜苑指

定管理者指定の件では、指定管理者とな

る団体を社会福祉法人成光苑理事長高岡

國士とするものです。

　議案第９０号、摂津市立ふれあいの里

指定管理者指定の件では、指定管理者と

なる団体を社会福祉法人摂津市社会福祉

事業団理事長森山一正とするものです。

　議案第９１号、摂津市立みきの路指定

管理者指定の件では、指定管理者となる

団体を社会福祉法人宥和会理事長上田暙
二とするものです。

　議案第９２号、摂津市民文化ホール指

定管理者指定の件では、指定管理者とな

る団体を財団法人摂津市施設管理公社理

事長粟屋保英とするものです。

　議案第９３号、摂津市立市民ルーム指

定管理者指定の件では、指定管理者とな

る団体を摂津都市開発株式会社代表取締

役岸本文夫及び財団法人摂津市施設管理

公社理事長粟屋保英とするものです。

　議案第９４号、摂津市立自動車駐車場

指定管理者指定の件では、指定管理者と

なる団体を財団法人摂津市施設管理公社

理事長粟屋保英及び摂津都市開発株式会

社代表取締役岸本文夫とするものです。

　議案第９５号、摂津市立自転車駐車場

指定管理者指定の件では、指定管理者と

なる団体を摂津都市開発株式会社代表取

締役岸本文夫及び社団法人摂津市シルバー

人材センター理事長渡邉勇とするもので

す。

　議案第９６号、摂津市立保健センター

指定管理者指定の件では、指定管理者と

なる団体を財団法人摂津市保健センター

会長森山一正とするものです。

　議案第９７号、摂津市立休日小児急病

診療所指定管理者指定の件では、指定管

理者となる団体を財団法人摂津市保健セ

ンター会長森山一正とするものです。

　議案第９８号、摂津市斎場指定管理者

指定の件では、指定管理者となる団体を
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財団法人摂津市施設管理公社理事長粟屋

保英とするものです。

　議案第９９号、摂津市立葬儀会館指定

管理者指定の件では、指定管理者となる

団体を財団法人摂津市施設管理公社理事

長粟屋保英とするものです。

　次に、議案第１００号、大阪広域水道

企業団を組織する市町村数の増加及びこ

れに伴う大阪広域水道企業団規約の変更

に関する協議の件では、平成２２年１１

月２日に５市が追加加盟したことにより、

議会の議決を求めるものです。施行期日

は大阪府知事の許可の日からとしており

ます。

　議案第１０１号、摂津市文化財保護条

例制定の件では、文化財保護法や大阪府

文化財保護条例により指定された文化財

以外の文化財で、市内にあるもののうち

摂津市にとって重要なものについて、保

存・活用のために必要な措置を講じ、市

民の郷土理解や文化の向上に役立てるも

のです。指定及び文化財の種類は、有形

文化財、無形文化財、有形民俗文化財、

無形民俗文化財、史跡名勝天然記念物、

埋蔵文化財となっております。施行期日

は平成２３年１月１日からとしておりま

す。

　議案第１０２号、摂津市事務分掌条例

の一部を改正する条例制定の件では、平

成２３年４月に市長部局の機構改革を行

うため「部の事務分掌」の改正を行うも

のです。課の名称等の変更は、条例施行

規則で定めるものであります。なお、今

回の機構改革で、市長部局は６部３７課

から６部３１課となります。施行期日は

平成２３年４月１日からとしております。

　議案第１０３号、特別職の職員の給与

に関する条例及び摂津市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例制定の件では、特別職の

職員及び議会議員の期末手当の支給割合

を改定するものであり、市長、副市長及

び議会議員の期末手当の支給割合を改定

します。これにより年間０．２月分の削

減となります。なお、教育長においても

同様になります。施行期日は平成２２年

１２月１日からとしております。ただし、

第２条及び第４条の規定は、施行期日は

平成２３年４月１日からとしております。

　議案第１０４号、一般職の職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例制

定の件は、人事院勧告によるもので、中

高年齢層が受ける給料月額を平均０．１

％引き下げます。当分の間、５５歳を超

える職員については、給与月額を一定率

で１．５％引き下げます。期末勤勉手当

を、現行４．１５か月を３．９５か月に

します。

　議案第１０５号、摂津市税条例の一部

を改正する条例制定の件は、地方税法等

の改正に伴う改正で、所得税法上の扶養

控除等申告書等を提出しなければならな

い給与所得者は、扶養親族に関する事項

を記載した申告書を提出しなければなら

ないこととなります。また、先物取引で

決済した場合の譲渡所得の金額について、

他の所得と区分して分離課税を行います。

施行期日は平成２３年１月１日からとし

ております。

　議案第１０６号は、摂津市立スポーツ

センター条例の一部を改正する条例制定

の件でございます。運動広場の設置期間

を延長するもので、付属施設の運動広場

の設置期間を３年間延長し、平成２６年

３月３１日までとするものです。施行期

日は平成２３年４月１日からとしており

ます。

　議案第１０７号は、摂津市立コミュニ

ティプラザ条例の一部を改正する条例制

定の件でございますが、新たにカラオケ
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装置の使用料を定めるために改正するも

のであります。使用料は、午前、午後、

夜間それぞれ３，０００円です。施行期

日は平成２３年１月１日からとしており

ます。

　続きまして議案第１０８号、摂津市立

自転車駐車場条例の一部を改正する条例

制定の件では、阪急摂津市駅前第２自転

車駐車場を新設するとともに、大阪モノ

レール摂津駅前自転車駐車場及び南摂津

駅前第２自転車駐車場の供用時間を始発、

終電の運行に合わせ現行「午前６時３０

分から午後１０時３０分まで」を「午前

５時３０分から翌日の午前０時３０分ま

で」に改正するものです。施行期日は平

成２３年４月１日からとしております。

　最後に議案第１０９号は摂津市自転車

等の放置防止に関する条例の一部を改正

する条例制定の件でございます。自転車

の放置に対する措置を講じることができ

る場所を追加するもので、現行駅周辺の

道路など移動保管を行っていますが、市

民が自由に通行できる場所にある放置自

転車についても、所有者と協定した場所

について移動保管できるようにするもの

です。施行期日は平成２３年４月１日か

らとしております。

　以上、平成２２年第４回定例会の提出

案件の概略説明とさせていただきます。

○南野直司委員長　説明が終わりました。

この際、何か質問がございましたらお受

けいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○南野直司委員長　質問がないようです。

　理事者の皆さんは退席頂いて結構です。

暫時休憩します。

（午前１０時２５分　休憩）

（午前１０時２６分　再開）

○南野直司委員長　議会運営委員会を再

開します。それでは、認定第１号、平成

２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認

定の件所管分について審査を行います。

　補足説明を求めます。藤井次長。

○藤井事務局次長　それでは平成２１年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、

議会費に関わります部分について、決算

書に基づきましてご説明をさせていただ

きます。尚、決算概要の４６ページに議

会事務局の予算執行状況を掲載しており

ます。

　まず、歳入につきまして６３ページの

款１９、諸収入、項４、雑入、目２、雑

入は議会事務局分として、私用電話使用

料と各会派等の電子複写機使用料でござ

います。

　歳出につきましては７０ページから７

３ページの議会費で、予算現額３億１，

５５０万５，０００円に対しまして支出

済額は３億１，０６２万２，８４３円で、

執行率は９８．４５％となっております。

そのうち、主なものといたしまして、議

員報酬、期末手当、共済関係の負担金、

それ以外に議会運営に伴いましての会議

録や委員会記録、議会だよりの作成に要

する経費、議長会関係の経費、また全国

市議会議長会、近畿市議会議長会等の負

担金、及び会派に交付されております政

務調査費、議長公務に係ります経費や議

会事務に関する経費を執行したものでご

ざいます。以上、簡単ではございますが

決算内容の説明とさせていただきます。

○南野直司委員長　説明が終わりました。

　質疑に入ります。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　議会のホームページに

ついてお聞きしたいと思います。新しく

していただいて、音声の記録等はすぐに

掲載していただいています。我々も重宝

させていただいている訳なんですけども、

これが市民の方にどれぐらい見ていただ
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けているのか、ホームページ上では表示

されていないのでアクセス数が分かりま

したら、お聞きしたいです。

　また、議会だよりでもホームページ紹

介が一面の左側にございますが、ホーム

ページの内容が非常に豊富になっている

ということで、ページのメニューを掲載

できればより多くアクセスしていただけ

るのではないかと思いますが、その辺り

のお考えをお聞きしたいと思います。

○南野直司委員長　暫時休憩します。

（午前１０時３０分　休憩）

（午前１０時３１分　再開）

○南野直司委員長　再開します。

　藤井次長。

○藤井事務局次長　山崎委員の本市議会

ホームページについてのご質問にお答え

いたします。まず、アクセス数なんです

が、本市議会のホームページにはほとん

ど経費をかけておらず、残念ながらアク

セス数をカウントする機能をもっており

ませんので、何件アクセスいただいたの

かは、今現在、把握できておりません。

　また、議会だよりにホームページのメ

ニューを掲載することにつきましては、

議会だより編集委員会等でご相談しなが

ら、また他市の市議会のホームページを

参考に、ご提案、ご相談しながら更新に

努めてまいりたいと思います。

○南野直司委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　議会の会議の開催は平

日の昼間ですので、なかなか傍聴に来て

いただくのも大変ですからホームページ

にアクセスしていただいて議会の事を市

民の方によく知っていただけるような方

策をもっと考えていただけたらと思いま

す。頑張っていただいてるとは思います

が、これは要望としておきます。

○南野直司委員長　ほかにありませんか。

　三宅委員。

○三宅秀明委員　今、山崎委員がおっしゃっ

たように、ホームページはこれから重要

になってきます。ホームページは構築し

た方の頭の中のイメージが強く反映され

てきますので、異動等があったときに、

構築当時の想定がどのようなものであっ

たのかということを前任者からしっかり

と引き継いでいただくようにお願いしま

す。これは要望とさせていただきます。

　あと、確認ですが近畿市議会議長会の

負担金があがっております。今回、会長

市の任が終わったかと思うんですけども、

これについては平成２１年度一年間でど

のような経過があったのか、予算の関係

等、お答えをお願いしたいと思います。

○南野直司委員長　藤井次長。

○藤井事務局次長　平成２１年度近畿市

議会議長会に関する三宅委員の質問にお

答えさせていただきます。平成２１年度

は近畿市議会議長会の会長を務めました

年度でございまして、前半は木村議長、

後半は上村議長が会長職を務めていただ

きました。平成２１年４月２１日の第７

４回総会の会場の段取りから、当日の総

会運営に始まりまして、理事会、支部長

会に代表される内部会議に議会事務局職

員研修等の研修事業、そして全国議長会

理事会への出席や国への要望運動の実施

等、８種の会議、事業、運動等、計１５

回にわたり行ったものでございます。予

算規模につきましては平成２１年度の歳

入が２，１３７万３０８円、歳出は９７

４万２，６３３円、残り１，１６２万７，

６７５円が平成２２年度に繰り越されて

います。ここで、お気付きの通り、繰越

金が例年、一千万円前後生じております。

一年間の協議の結果、平成２２年度から

１５％程度の各市の負担金の減額と研修

事業の充実等で今後の繰越金の適正化を

図るということで一致したところでござ
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います。

○南野直司委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　理解いたしました。色々

お忙しかったことと思います。この、近

畿市議会議長会の会長職は１１１年に一

回という名誉なことであると感じており

まして、ご苦労いただいた点について感

謝を申し上げたいと思います。

　また、この議会運営委員会には会長職

を務められたお二人も出席されています。

議員年金の問題等、色々ご尽力をいただ

いたかと思いますので、その点につきま

して感謝を申し上げて質問を終わります。

○南野直司委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○南野直司委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○南野直司委員長　討論なしと認め、採

決をいたします。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○南野直司委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。暫時休憩します。

（午前１０時３７分　休憩）

（午前１０時４０分　再開）

○南野直司委員長　再開します。

　第４回定例会の審議日程及び議事日程

について、事務局から説明をお願いしま

す。

　池上参事。

○池上事務局参事　第４回定例会の審議

日程等の事務局案について説明申し上げ

ます。

　まず、会期は、１１月３０日から１２

月１５日までの１６日間でございます。

　審議日程につきましては、本会議初日

の１１月３０日は、閉会中の継続審査と

なっていました案件の委員長報告、採決、

そして、付託案件についての提案理由の

説明、質疑、委員会付託、並びに即決案

件の審議でございます。

　また、この日の午後５時１５分が議会

議案の届出締切でございます。

　なお、本会議終了後、引き続き、議会

活動等検討委員会が開催される予定です。

１２月１日が建設及び民生常任委員会、

２日が総務及び文教常任委員会ございま

す。また、２日の正午が一般質問の届出

締切でございます。

　なお、１日の建設常任委員会終了後に

建設常任委員協議会が、２日の文教常任

委員会終了後に文教常任委員協議会がそ

れぞれ予定されています。

　９日が議会運営委員会、１４日は本会

議で、一般質問。

　１５日の本会議では、一般質問に続き、

休会分の委員長報告、採決の後、議会議

案の審議となっております。

　また、この日の本会議終了後開催いた

だく議会運営委員会は、次の定例会の審

議日程の仮決定をお願いするものでござ

います。以上が審議日程案でございます。

　続きまして、２ペ－ジからの議事日程

について説明申し上げます。

　まず、１１月３０日につきましては、

日程１が会期の決定。

　日程２は、議選第３号、摂津市選挙管

理委員会委員及び同補充員の選挙で、選

挙の方法は指名推選でございます。

　日程３は、認定第１号から認定第９号

までで、委員長報告を受けたのち、討論、

採決でございます。

　この９件を採決グループ毎にまとめる

ように順序を並び替えて、備考欄に一括

起立採決、あるいは一括簡易採決と記載

いたします。

－8－



　先ほどの協議会での態度表明にもとづ

き整理しますと、認定第１号、認定第３

号、認定第６号、認定第８号及び認定第

９号は、一括起立採決。

　認定第２号、認定第４号、認定第５号

及び認定第７号は、一括簡易採決となり

ます。

　日程４は議案第５８号で、総合計画基

本構想審査特別委員長から委員長報告を

受けたのち討論、採決でございます。本

件につきましては、備考欄に起立採決と

記載いたします。

　日程５は、議案第７１号など３３件で、

提案理由の説明を受けたのち、所管の委

員会に付託となります。

　３ページになりますが、日程６は、１

１月２４日に提出されました請願第１号

で、所管の建設常任委員会に付託となり

ます。

　日程７は、議案第１０３号など２件で、

一括上程し即決、日程８は、議案第７０

号など５件で、こちらも一括上程し即決

でございます。

　１２月１４日は、一般質問でございま

す。

　１５日につきましては、日程１、一般

質問ののち、４ページになりますが、日

程２が、議案第７１号など委員会付託案

件の３４件で、委員長報告、採決となり

ます。

　以上が議事日程でございます。

　５ページ・６ページの議案付託表でご

ざいますが、各常任委員会で審査をお願

いする案件でございます。

　次につけております、「議案第７１号、

所管別の分割表」は、平成２２年度一般

会計補正予算（第４号）について、付託

された委員会で審査いただく内容でござ

います。

　なお、議選第３号の議選書並びに請願

第１号の請願文書表につきましては、１

１月３０日の本会議開会までに、議場配

付させていただきます。

　以上、事務局案の説明といたします。

○南野直司委員長　ただいま事務局から

説明がありましたとおりで、よろしい

でしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○南野直司委員長　それでは、そのよう

に決定します。

　以上で本委員会を閉会いたします。

（午前１０時４６分　閉会）

　

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　議会運営委員長　　南　野　直　司

　

　議会運営委員　　　三　宅　秀　明
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